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① 我が国は、この条約の実施のために新たな立法措置を必要とせず、

技術移転等に関する条約上の義務を履行するため、関係省庁より関

係政府機関及び関係業界に対し、行政上又は政策上の措置を講じて

きた。

② 国家戦略の策定

条約第 6 条「保全及び持続可能な利用のための一般的な措置」に

規定されている生物多様性国家戦略については、その重要性に鑑み、

生物多様性の保全と持続可能な利用の観点を含む既存の様々な基本

方針、国家計画等に加えて、新たに策定することとし、1995 年 10

月に地球環境保全に関する関係閣僚会議において、我が国の「生物

多様性国家戦略」が決定された。

2008 年 6 月には、「生物多様性基本法」が施行され、生物多様性

国家戦略の策定が国の責務として規定された。同法では環境基本計

画及び生物多様性国家戦略以外の国の計画は、生物多様性の保全と

持続可能な利用に関して、国家戦略を基本とすることなどが規定さ

れ、これらの規定に法的効力を持たせるために、同法に基づく国家

戦略を早期に策定する必要が生じた。その他の状況も踏まえ、2010

年 3 月に、「生物多様性国家戦略 2010」が閣議決定された。

(以上外務省資料 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html から抜粋)
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８ 啓発資料(例)

アライグマの捕獲には許可が必要です

アライグマは誰でも捕獲できる動物ではありません。

ご自宅の中で捕獲される場合も許可が必要です。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

○○市(町)○○課

電 話：○○○－○○○○

アライグマが屋根裏に棲みついた場合の対処方法

１ まず、侵入口を見つけましょう。

２ 屋根裏で燻煙剤(害虫駆除に用いるもの)を焚き、アライグ

マを追い出しましょう。

３ アライグマが出た後は、侵入口を頑丈な金網などでふさぎ

ましょう。

アライグマを住宅に侵入させない方法

１ アライグマは頭蓋骨が意外に小さく、１０ｃｍ程度のすき

間からでも屋根裏に侵入して子育てを行います(糞尿などに

よる被害が発生します)。

２ 屋根裏の通気口、すき間などを頑丈な金網などでふさぎ、

アライグマの侵入を防ぎましょう。








